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北
海
道
教
育
大
学
紀
要

（教
育
科
学
編
）
第
五
十

一
巻

第

一
号

　　　　　　　　　　　

平
成
十
二
年
九
月

近
代
日
本
に
お
け
る
公
文
書
の
印
書
様
式
に
関
す
る
覚
え
書
き

　

ー
都
道
府
県
庁
文
書
に
残
存
す
る
学
事
関
係
通
知
文
書
を
手
が
か
り
と
し
て
ー

新

田

和

幸

し
、
保
存
上
の
危
機
意
識
か
ら
、
「繭
薦
版
」
に
つ
い
て
の

一
稿
を
投
じ
た
こ
と
が
あ
る

（「わ
が
国
に
お
け
る

「鋳
萌
版
」
印
写
法
の
発
生
と

「歯
鳶
版
」
公
文
書
の
存
在
意
義
」
ー

『教
育
史
・
比
較
教
育
論
考
』
第

一
四
号
、
北
海
道
大
学
教
育
学
部
教
育
史

・
比
較
教
育

研
究
室
発
行
、

一
九
九
〇
年

一
月
）
。

　

そ
れ
以
降

一
〇
年
間
に
、
筆
者
は
、
近
代
文
書
の
分
類

・
整
理

・
保
存
に
関
す
る
諸
研

究
に
あ
ら
た
に
接
し
、
さ
ら
に
通
知
文
書
の
調
査
を
継
続
す
る
中
で
、
「商
萌
版
」
を
も

含
む
印
書
様
式
全
般
に
つ
い
て
の
、
よ
り
積
極
的
な
研
究
の
必
要
を
ま
す
ま
す
痛
感
し
て

い
る
。
平
野
正
格
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「近
現
代
文
書
は
前
近
代
文
書
に
比
較
し
、
古

文
書
学
の
う
え
か
ら
も
、
整
理
法
の
う
え
か
ら
も
、
未
検
討
な
領
域
が
多
い
」
こ
と
を
実

感
す
る
か
ら
で
あ
る

（平
野
正
格

「近
代
文
書
整
理
法
序
説
ー
文
書
の

「成
立
様
式
」
と

「集
積
文
書
」
に
つ
い
て
ー
」
ー

『
横
浜
開
港
資
料
館
紀
要
』
第

：

一号
、

一
九
九
四
年
、

四
五
頁
）
。

　

平
野
は
、
右
の
論
文
に
お
い
て
、
近
代
文
書
の
成
立
様
式
を
、
「刻
字
様
式
」
（
「文
書

に
お
け
る
文
字
面
が
い
か
な
る
手
段
で
印
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
区
分
す
る
」
＝
手
書

・

彫
版

〔木
版

・
木
活
版

・
銅
版

・
石
版
〕
・
タ
イ
プ

〔和
文

・
欧
文
〕
・
活
字

・
図
画
）
、

及
び

「印
写
様
式
」
（
「文
字
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で

「記
入
」
「複
写
」
「印
刷
」
し
て

い
る
か
に
よ

っ
て
区
分
す
る
」
＝
墨
書

・
ペ
ン

・
鉛
筆

・
カ
ー
ボ
ン

・
衝
弱

・
謄
写

・
摺

版

・
製
版
）
の
、
二
つ
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
類
型
化
を
試
み
て
い
る
。

は
じ
め
に

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
十
数
年
間
、
都
道
府
県
庁
文
書
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
近
代
の
学
事

関
係
文
書
を
中
心
に
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
調
査
研
究
の
目
的
の

一

　

つ
は
、
か
つ
て
各
都

道
府
県
庁
に
お
い
て
編
綴
さ
れ
、
保
管
さ
れ
て
き
た
公
文
書
綴
り
の
中
に
、
文
部
省
を
主

と
す
る
中
央
監
督
庁
か
ら
各
地
方
庁

へ
発
せ
ら
れ
た
通
知
文
書
を
探
し
出
し
、
そ
れ
ら
の

所
在
情
報
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仕
事
が
、
日
本
近

代
公
教
育
政
策
史
研
究
の
た
め
の
、
基
礎
的
史
料
掘
り
起
こ
し
へ
の
一
つ
の
足
が
か
り
と

な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
は
、
全
国
三
〇
箇
所
ほ
ど
の

（公
）
文
書
館
、
図
書
館
、
県
庁
舎

内
書
庫
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
書
綴
り
の
中
に
、
こ
の
類
の
通
知
文
書
を
、
約

一
万

五
千
点
ほ
ど
確
認
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
調
査
を
通
し
て
、
通
知
文
書
の
印
書
様
式
の
時
代
に
よ
る
変
化
と

多
様
性
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日
々
文
書
の
整
理

・
保
存
作

業
と
そ
の
た
め
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
真
掌
な
姿
勢
に
刺
激
さ
れ
て
、

文
書
保
存
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ず
問
題
意
識
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く

に
商
務
版
摺
り
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
字
面
を
消
失
し
か
け
て
い
る
文
書
を
数
多
く
目
撃

１
←



新

　

田

　

和

　

幸

本
稿
で
は
、
こ
の
平
野
論
文
に
学
び
つ
つ
、
自
ら
の
調
査
体
験
を
も
ふ
ま
え
、
近
代
文

書
の
印
書
様
式
の
具
体
的
な
在
り
様
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
現
時
点
で
筆
者
は
、
通
知
文
書
の
分
類

・
整
理
の
必
要
か
ら
、
と
り
あ
え

ず
そ
の
印
書
様
式
を
、
墨
書
、
活
版
、
萄
菌
版

・
手
書
き
、
孔
版

・
手
書
き
、
カ
ー
ボ
ン
・

手
書
き
、
カ
ー
ボ
ン
・
タ
イ
プ
、
鏑
藍
版

・
タ
イ
プ
、
孔
版

・
タ
イ
プ
、
石
版
の
九
種
に

区
分
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
は
平
野
の
類
型
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
よ
り
細
部
の
区
分
に
つ
い
て
は
後
日
の
検
討
に
譲
り
た
い
。

右
の
九
種
の
中
、
墨
書
は
、
個
別
の
地
方
庁

へ
の
通
知
の
公
的
な
手
段
と
し
て
用
い
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、

一
八
八
六
年
以
降
い
わ
ゆ
る

「商
務
版
」
印
写
法
が
多
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
の
時
期
に
は
、
同

一
の
通
信
内
容
を
全
道
府
県

へ
通
知

す
る
際
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
も
、
い
ち
い
ち
墨
書
に
よ
る
転
記
に
よ
っ
て
、
文
書
が
作

成
さ
れ
て
い
た
。

　

つ
ぎ
に
、
活
版
印
刷
は
、
墨
書
に
よ
る
転
記
の
煩
雑
さ
を
解
消
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た

が
、
こ
の
種
の
通
知
文
書
は
墨
書
の
も
の
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。
印
刷
技
術
及
び

コ
ス
ト
の
面
か
ら
、
特
に
短
い
文
面
作
成
に
は
不
利
で
あ
っ
た
。
技
術
者
と

一
定
の
時
間

を
要
し
、
即
応
性
に
欠
け
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
カ
ー
ボ
ン
・
手
書
き
の
方
法
は
、
炭
酸
紙
を
印
写
用
の
紙
の
間
に
挟
ん
で
、
筆

圧
に
よ
っ
て
数
枚
の
複
写
を
可
能
と
す
る
も
の
で
、

一
般
事
務
用
と
し
て
は
広
く
利
用
さ

れ
た
。
ま
た
、
明
治
後
半
期
以
降
の
学
校
文
書
の
綴
り
の
中
に
、
町
村
役
場
と
の
往
復
文

書
な
ど
公
的
な
文
書
に
も
こ
う
し
た
文
書
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
中
央
省

庁
か
ら
地
方
庁
に
宛
て
た
通
知
文
書
に
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
右
の
三
種
を
除
き
、
通
知
文
書
の
印
書
様
式
と
し
て

一
般
的
に
採
用
さ
れ
た

（
；

歯
萌
版

・
手
書
き

（二
）
孔
版

・
手
書
き

（三
）
カ
ー
ボ

ン
・
タ
イ
プ

（四
）
繭
菌
版

・
タ
イ
プ

（五
）
孔
版

・
タ
イ
プ

（六
）
石
版
、
の
六
種
を

取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
文
書
作
成
法
、
印
字
面
の
特
徴
、
存
在

時
期
、
或
い
は
今
後
の
検
討
課
題
な
ど
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を
通
し
て
、
近
代
文
書

の
分
類

・
整
理

・
保
存
に
関
す
る
研
究
や
歴
史
的
研
究
の
た
め
の
手
が
か
り
を
得
た
い
と

考
え
る
。

一
、
繭
麓
版

・
手
書
き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ひ
っ
と
う

　

一
八
八
０

（明
治

一
三
）
年
三
月
二
日
付
の
東
京
日
々
新
聞
は
、
「筆
錫
版
ー

一
名
写

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ひ
っ
と
う

字
版
ー
発
売
告
白
」
と
題
し
て
、
大
々
的
に
販
売
広
告
を
掲
載
し
た
註
－。
筆
揚
版
は
、

「婦
人
幼
童
隻
手
以
テ
携

へ
」
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
軽
量
で
、
直
ち
に

「数
十
写
ヲ

得
ベ
」
き
簡
易
な
複
写
装
置
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
定
価
は
、
美
濃
紙
版
箱
入
、

イ
ン
キ

ー
瓶
つ
き
で
、
四
円
六
〇
銭
、
同
半
紙
版
で
三
円
五
〇
銭
で
あ
っ
た
。

複
写
面
の
作
成
方
法
及
び
複
写
方
法
に
つ
い
て
の
、
図
を
含
め
た
詳
細
な
能
書
き
に
よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ひ
っ
と
う

れ
ば
、
①
専
用
の

「墨
汁
」
で
白
紙
に
文
字
を
書
く
、
②
文
字
面
を
筆
錫
版
に
あ
て
て
、

紙
の
裏
側
か
ら
摩
擦
し
、
版
面
に
左
文
字
を
染
着
す
る
、
③
こ
の
版
面
の
上
に
印
写
用
の

紙
を
の
せ
て
軽
く
摩
擦
す
る
、
と
い
う
手
順
で
複
写
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
複
写
作
業
終
了
後
時
を
お
か
ず
版
面
を
洗
い
流
せ
ば
、
繰
り
返
し
版
面
の
使

用
が
可
能
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

「広
告
」
で
は
、
版
面
の
材
料
と
専
用
の

「墨
汁
」
の
成
分
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い

な
い
。
し
か
し
、
後
に
発
行
さ
れ
た

『
印
刷
雑
誌
』
第
五
巻
第
二
号

（
一
八
九
五
年
三
月
）

の

「複
写
版
即
こ
ん
に
ゃ
く
版
製
造
ニ
就
テ
」
、
並
び
に
同
七
巻
第

一
〇
号

（
一
八
九
七

年

：

月
）
の

「商
務
版
及
其
い
ん
き
」
の
記
事
に
、
い
く
通
り
か
の
詳
細
な
イ
ン
キ
の

製
法
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
中
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
版
面
の
成
分
は
謬

（或
い
は
ゼ
ラ
チ
ン
）
と
グ
リ
セ
リ
ン
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の

で
あ
り
、
イ
ン
キ
の
そ
れ
は
合
成
化
学
染
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
メ
チ
ル
バ
イ
オ
レ
ッ

ト
を
ア
ル
コ
ー
ル
で
溶
か
し
た
も
の
を
主
成
分
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
印
写
法

は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
開
発
さ
れ
、
こ
れ
を
日
本
に
移
入
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
ま
も
な

く
、
版
面
を
寒
天
や
ト
コ
ロ
天
を
煮
溶
か
し
て
製
す
る
日
本
独
自
の
方
法
も
考
案
さ
れ

（前
掲
、
新
田

一
九
九
〇
年
参
照
）
、
よ
り
廉
価
な
版
面
の
作
成
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。



近代日本における公文書の印書様式に関する覚え書き

さ
ら
に
、
「広
告
」
に
は
、
東
京
、
横
浜
、
名
古
屋
、
大
阪
の
丸
善
商
店
を
は
じ
め
と

し
て
、
北
海
道
函
館
か
ら
九
州
鹿
児
島
ま
で
全
国
の

「筆
揚
版
」
販
売
取
扱
店
三
五
店
舗

が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
販
売
実
績
は
定
か
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
が
日
本
に
お

け
る

「歯
菌
版
」
的
印
写
法
発
生
の
時
期
と
、
各
地

へ
の
普
及
に
関
す
る
初
発
の
契
機
と

考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　

さ
て
、
中
央
省
庁
の
発
す
る
公
的
な
通
知
文
書
の
な
か
に
、
「薗
蕩
版
」
文
書
が
登
場

す
る
の
は
、
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
筆
者
が
見
い
だ
し
得
た
も
っ

と
も
早
期
の
も
の
は
、

一
八
八
二

（明
治

一
五
）
年
五
月
二
七
日
付
、
会
計
検
査
院
副
長

の
名
で
山
梨
県
令
宛
に
発
信
さ
れ
た

「庁
内
各
課
掛
人
員
調
査
依
頼
の
件
」
に
関
す
る
照

会
文
中
、
三
枚
の

「例
言
」
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る

（山
梨
県
立
図
書
館
蔵

『
山
梨
県
庁

文
書
』
ー
Ｍ
１
５
１
１

「官
省
往
復

　

書
記
」
）
註
二
。

　

文
部
省
発
送
の
通
知
文
書
の
中
で
、
「薗
萌
版
」
文
書
が
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
確
認

さ
れ
る
の
は
、

一
八
八
二

（明
治

一
五
）
年

一
〇
月

一
四
日
付
普
学
第

一
七
三
四
号
、
文

部
省
普
通
学
務
局
長
発
函
館
県
令
宛
の
、
「師
範
学
科
取
調
員
召
集
の
趣
旨
等
に
つ
き
、

文
部
卿
演
述
控
え
送
付
の
件
」
に
関
す
る
通
知
文
に
添
付
さ
れ
た

「師
範
学
科
取
調
員
に

対
し
演
説
の
控
」
（茜
菌
版
七
枚
）
で
あ
る

（北
海
道
立
公
文
書
館
蔵

『北
海
道
庁
文
書
』

ー

「明
治

一
五
年

　

文
部
省
移
文
録

　

学
務
課
」
）。

　

こ
れ
以
後
、
「鋳
蔚
版
」
は
、
通
知
文
の
本
文
と
し
て
で
は
な
く
、
右
の
二
つ
の
例
に

見
た
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
本
文
に
添
付
さ
れ
る
付
属
文
書
の
部
分
に
ま
ず
採
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
八
八
二
年

一
〇
月
以
降

一
八
八
五
年

一
一
一月
ま
で
の
間
に
、

筆
者
が
確
認
し
た
文
部
省
関
係
の
通
知
文
四
七
〇
件
中
、

一
四
件
に

「鋳
覇
版
」
の
付
属

文
書
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

「鋳
蔚
版
」
文
書
の
字
面
は
、
イ
ン
キ
の
主
成
分
で
あ
る
メ
チ
ル
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
が
紫

粉
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
紫
色
を
呈
し
た

（
一
四
頁

【写
真

一
】
参
照
）
。
こ
の
イ
ン

キ
の
大
き
な
弱
点
は
、
紫
外
線
に
長
時
間
曝
す
と
、
次
第
に
薄
褐
色
に
変
色
し
、
最
終
的

に
は
完
全
に
消
失
す
る
こ
と
で
あ
る
註
ョ。

　

ま
た
、
全
て
の
道
府
県
へ
発
送
す
る
部
数
を
刷
る
場
合
、
同

一
の
原
版
か
ら
均
質
の
複

写
物
を
得
る
こ
と
は
難
し
く
、
字
面
に
濃
淡
の
差
が
生
じ
た
り
、
字
体
に
歪
み
を
生
じ
る

こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
複
写
作
業
時
の
版
面
の
水
分
が
多
す
ぎ
る
と
、
複
写
面
全
体

に
イ
ン
キ
が
流
れ
て
、
文
書
全
体
が
汚
れ
て
し
ま
う
虞
も
あ
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
状
態

の
文
書
を
各
都
道
府
県
庁
文
書
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ご
く
稀
に
は
、
全
く
同

一

の
文
面
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
異
な
る
二
つ
の
版
面
に
よ
っ
て
刷
ら
れ
た
も
の
が
、
各
府

県
に
そ
れ
ぞ
れ
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
っ
て
、

一
つ
の

版
で
全
道
府
県
宛
の
部
数
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
簿
冊
に
綴
じ
込
ま
れ
た
あ
と
で
、
お
そ
ら
く
湿
気
の
故
で
あ
ろ
う
が
、
文

書
の
文
字
面
か
ら
イ
ン
キ
が
に
じ
み
出
し
て
、
前
後
の
紙
を
汚
染
し
て
い
る
場
合
も
見
受

け
ら
れ
る
。

　

「碕
萌
版
」
文
書
が
、

一
八
八
六
年
ま
で
の
数
年
間
、
微
量
に
と
ど
ま
り
且
つ
本
文
に

は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
紫
外
線
に
よ
る
字
面
槌
色
さ
ら
に
は
消
失
の

懸
念
の
ほ
か
に
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
不
安
定
要
因
に
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
「歯
蔚
版
」
通
知
文
書
は
、

一
八
八
六

（明
治

一
九
）
年

一
月
以
降
急
激
に

増
加
し
た
。
こ
の
時
期
か
ら
、
道
府
県
宛
共
通
に
同
文
を
発
送
す
る
通
知
文
に
は
、
本
文

・

付
属
文
書
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど

「歯
蔚
版
」
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
大
き

な
転
換
は
、

一
八
八
五

（明
治

一
八
）
年

一
二
月
二
二
日
内
閣
制
が
創
設
さ
れ
て
ま
も
な

く
の
同
月
二
六
日
、
内
閣
総
理
大
臣
が
各
省
大
臣
宛
に
達
し
た

「官
紀
五
章
」
中
の
、
「

（三
）
繁
文
を
省
く
事

（四
）
冗
費
ヲ
節
ス
ル
事
」
、
即
ち
行
政
事
務
の
効
率
化
及
び
経
費

節
減
方
針
を
即
時
実
行
に
移
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
註
噌

も
ち
ろ
ん
字
面
消
失

へ
の
懸
念
が
す
ぐ
に
断
ち
切
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
八
八

八

（明
治
二
一
）
年
九
月
、
宮
崎
県
で
は
、
知
事
官
房
書
記
官
か
ら
県
各
課
長
宛
に

「歯

蔚
版
印
刷
書
類
は
つ
い
に
は
消
滅
の
憂
有
之
候
に
付
」
、
「右
印
刷
の
文
書
は
原
字
体
画
通

り
墨
塗
致
し
保
管
相
成
候
様
」
通
達
が
出
さ
れ
た

（宮
崎
県
立
図
書
館
蔵

『宮
崎
県
庁
文

書
』
ー

「雑
書

　

秘
書
人
事

　

明
治
弐
拾
弐
年
弐
拾
参
年
」）
。
こ
れ
は
公
文
書
保
存
上
の
、

現
実
的
な
対
応
策
で
は
あ
っ
た
。
当
初
、
宮
崎
県
の
み
な
ら
ず
他
の
諸
府
県
に
お
い
て
も
、

実
際
に

「歯
繭
版
」
通
知
文
書
に

「墨
塗
」
の
処
置
を
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
結
局
い



新

　

田

　

和

　

幸

ず
れ
の
府
県
に
お
い
て
も
、
数
年
間
し
か
も

一
部
分
の
み
の
処
置
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

中
央
省
庁
の
事
務
効
率
化
、
経
費
節
減
の
分
を
、
地
方
庁
で
肩
代
わ
り
す
る
の
で
は
、
行

財
政
改
革
の
実
質
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
後
も
日
々

「鋳
薦
版
」
通
知
文
書

は
作
成

・
発
送
さ
れ
、
「消
滅
の
憂
い
」
を
遺
し
つ
つ
、
各
地
方
庁
で
累
々
と
蓄
積
さ
れ

つ
づ
け
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　

と
も
あ
れ
、
紫
外
線
に
よ
る
文
字
面
消
失
と
い
う
弱
点
、
均
質
の
印
写
面
が
確
保
で
き

な
い
な
ど
の
不
安
定
要
因
が
あ
っ
た
と
は
い
え
蝕
五
、
簡
易
に
短
時
間
で
五
〇
枚
程
度
ま
で

作
成
可
能
な
こ
の
方
法
は
、
速
度
を
重
視
す
る
行
政
上
の
通
知
文
書
に
は
好
都
合
で
、
同

文
を
筆
記
転
書
す
る
従
来
の
方
法
に
比
べ
る
と
、
転
記
に
伴
う
誤
謬
を
避
け
る
こ
と
が
で

き
、
さ
ら
に
は
人
件
費
の
節
減
に
も
つ
な
が
っ
た
。
「萄
蕩
版
」
文
書
が
、
明
治
中
盤
か

ら
大
正
中
盤
ま
で
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
同
文
通
知
文
書
の
主
流
を
占
め
た
の
は
こ
の

た
め
で
あ

っ
た
。

二
、
孔
版

・
手
書
き
ー

「
毛
筆
式
」
と

「
堀
井
式
」
ー

　

孔
版
印
刷
法
は
、

一
八
七
０
〜
八
〇
年
代
に
か
け
て
欧
米
で
発
明

・
改
良
さ
れ
た
。

一

八
七
四
年
イ
タ
リ
ア
の
ズ
ッ
カ
ー
ト
が
イ
ギ
リ
ス
で
特
許
を
と
り
、

一
八
七
六
年
エ
ジ
ソ

ン
が
ア
メ
リ
カ
で

「
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
ペ
ン
」
に
よ
る
印
刷
法
で
特
許
を
取
得
し
、

一
八

八
〇
年
ゲ
ス
テ
ッ
ト
ナ
ー
も
ヤ
ス
リ
版
を
用
い
た
製
版
法
を
開
発
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
が

次
々
と
改
良
を
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

日
本
に
お
け
る
孔
版
印
刷
技
術
は
、
こ
う
し
た
欧
米
の
方
法
に
学
び
つ
つ
も
、
独
自
の

展
開
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
り
、
「毛
筆
式
」
と

「堀
井
式
」
の
二
通
り
が
あ
る

（田
村
紀

雄

・
志
村
章
子
編
著

『
ガ
リ
版
文
化
史
ー
手
作
り
メ
デ
ィ
ア
の
物
語
ー
』

一
九
八
五
年
三

月
を
参
照
）
。

　　　　　　　　　　

こ
－っ
ーて

「毛
筆
式
」
は
、
椿
を
原
料
と
す
る
極
薄
用
の
典
具
帖
紙
に
ゼ
ラ
チ
ン
な
ど
を
塗
布
し

た
原
紙
の
上
か
ら
、
希
硫
酸
イ
ン
キ
を
毛
筆
や
ガ
ラ
ス
ペ
ン
な
ど
で
な
ぞ
っ
て
腐
食
し
、

ロ
ー
ラ
ー
で
圧
し
て
イ
ン
キ
を
透
過
さ
せ
て
印
写
す
る
方
法
で
あ
る

（
一
四
頁

【写
真
二

】
参
照
）。

一
八
八
八

（明
治
二
一
）
年
に
宮
城
県
の
小
学
校
教
師
山
内
不
二
門
が
考
案

し
た
も
の
で
、
「明
治
三
〇
年
代
に
東
京
下
谷
区
仲
徒
町
で
天
与
堂
を
開
業
し
、
日
露
戦

争
の
頃
に
大
気
堂
と
改
め
」
て
、
広
く
販
売
に
の
り
だ
し
た

（平
野
前
掲
、
四
九
頁
）。

　

宮
崎
県
の
公
文
書
綴
り
の
中
に
、
印
刷
器
の

「購
入
伺
」
（明
治
三
八
年
七
月
八
日
立

案
）

一
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

一
件
の
起
案
書
に
は
、
二
種
類
の
毛
筆
式
印
写
装

置
に
関
す
る
広
告
文
が
添
付
さ
れ
て
い
る

（宮
崎
県
立
図
書
館
蔵

『宮
崎
県
庁
文
書
』
ー

「明
治
三
八
年

　

学
第

一
三
号
雑
書

　

四
冊
の
内
四
二
。

　

そ
の
う
ち
の

一
つ
は
、

一
九
〇
五
年

一
月
に
出
さ
れ
た
、
大
気
堂

「新
式
謄
写
版
」
広

告
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
「本
器
は
明
治
三
七
年

（昨
年
）
三
月
発
明
完
成
し
同
四
月
よ

り
製
造
発
売
」
を
始
め
た
も
の
で
あ
り
、
「原
紙
の
上
に
毛
筆
又
は
ペ
ン
に
て
自
由
に
書

き
之
に
摩
擦
を
加
ふ
れ
ば
何
人
に
も
自
在
に
印
写
せ
ら
れ
」
、
「細
は
名
刺
、
端
書
、
封
筒

よ
り
、
大
は
通
知
書
、
予
算
書
、
書
画
手
本
、
機
密
書
類
に
至
る
ま
で
ー

ー
幾
千
枚
に
て

も
即
写
し
得
る
」
と
調
わ
れ
て
い
る
。
定
価
は
、
美
濃
形
の
印
刷
器
で

一
〇
円
、
原
紙
は

一
枚
二
銭
ほ
ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
う

一
つ
は
、
同
年
三
月
に
出
さ
れ
た
広
告
で
、
富
山
県
魚
津
の
小
戸
浦
商
会
製
造
元

の

「早
印
写
器
兼
行
版
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は

「謄
写
版
な
る
も
の
の
如

き
は
、
其
法
簡
な
る
が
故
に
現
に
社
会
の
需
用
に
供
し
つ
つ
あ
り
。
併
し
乍
ら
彼
れ
は
鉄

筆
を
使
用
し
加
ふ
る
に
ヤ
ス
リ
を
利
用
す
る
に
由
り
、
起
稿
に
は
極
め
て
自
由
を
欠
き
、

而
か
も
鉛
筆
流
な
れ
ば
、
従
来
不
便
噴
噴
の
声
を
絶
た
」
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
「兼

行
版
」
は

「毛
筆
を
使
用
す
る
も
の
な
れ
ば
、
細
大
の
文
字
又
は
絵
画
墓
も
筆
意
を
損
す

る
な
く
、
肉
色
の
濃
淡
、
運
筆
の
自
在
、
印
刷
の
優
美
な
る
、

一
見
恰
も
石
版
の
如
き
美

術
的
の
印
刷
法
」、
で
あ
る
こ
と
が
調
わ
れ
て
い
る
。
印
刷
器
の
定
価
は
、
美
濃
形

（官
術

用
）
で
七
円
五
〇
銭
、
原
紙
は

一
枚
二
銭
で
あ
っ
た
。

　

両
者
の
共
通
の
最
大
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
毛
筆
に
よ
る
製
版

が
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
は
ま
だ
、
宮
街
、
民
間
を
問
わ
ず
、
文
書
が

一
般

に
墨
書
で
作
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
「鉛
筆
流
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

「謄
写
版
」
に
は

根
強
い
抵
抗
が
あ
り
、
そ
こ
に

「毛
筆
式
」
孔
版
印
刷
の
販
路
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
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で
あ

っ
た
。

　

つ
ぎ
に
、
「堀
井
式
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
八
九
四

（明
治
二
七
）
年
に
堀
井
新
次

郎
父
子
発
明
の

「謄
写
版
」
と
商
品
名
を
付
さ
れ
た
、
簡
易
印
刷
の
方
法
で
あ
る
。
強
靭

な
雁
皮
紙
の
表
面
に
蝋
を
引
い
た
原
紙
の
上
か
ら
、
鉄
筆
と
鐘
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
蝋
部
分
を
削
っ
て
製
版
し
、
こ
の
上
か
ら
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
を
油
性
の
溶
剤
に
練
り

込
ん
だ
イ
ン
ク
を
付
着
し
た
ロ
ー
ラ
ー
で
圧
し
、
印
写
す
る
方
法
で
あ
る

（
一
五
頁

【写

真
三
】
参
照
）
。
「菊
蔦
版
」
や

「毛
筆
式
」
孔
版
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
微
細
な
字
画
ま

で
製
版
印
刷
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鏡
面
の
目
に

沿
っ
て
穿
孔
す
る
方
法
は
、
直
線
的
な
線
を
書
く
の
に
適
し
て
い
る
が
、
毛
筆
体
に
は
極

め
て
不
向
き
で
あ
っ
た
。

【図

一
】
は
、
『
群
馬
県
庁
文
書
』
ー

「明
治
三
三
年
分

　

郡

視
学
学
務
委
員
、
統
計
、
年
功
加
俸
、
恩
給
基
金

　

学
務
部
」
に
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
、

一
九
〇
０

（明
治
三
三
）
年
九
月
二
七
日
付
新
潟
県
視
学
官
か
ら
群
馬
県
視
学
官
宛
に
送

付
さ
れ
た

「第

一
地
方
部
視
学
官
会
議
決
議
要
項
」
の

一
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
堀

井
式
製
版
に
な
じ
ま
な
い
強
引
な
毛
筆
流
の
筆
の
運
び
が
見
ら
れ
る
。
「鉛
筆
流
」
で

「刻
む
」
堀
井
式
製
版
技
術
の
普
及
の
度
合
い
と
、
当
時
の
書
記
方
の

「毛
筆
流
」

へ
の

強
い
こ
だ
わ
り
を
も
同
時
に
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

堀
井
式
孔
版
印
刷
法
は
、
日
清
戦
争
中
か
ら
陸
軍
に
積
極
的
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
そ
の
後
官
庁
や
企
業
、
学
校
な
ど
に
販
路
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

一
八
九
六

（明
治

二
九
）
年

一

　

一
月
二
〇
日
発
行
の

『自
由
党
党
報
』
第

一
ニ
ー，号
巻
末
に
は
、
左
の
よ
う

な
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

陸
軍
征
清
役

諸

　

官

　

街

御

　

用

　

専

　

売

　

特

　

許

　

謄

　

写

　

版

堀
井
新
次
郎
発
明

○
化
学
彫
刻
活
字
等
の
面
倒
な
る
方
法
に
依
ら
ず
、

一
度
書
画
を
原
紙
に
認
む
れ
ば

　

即
座
に
原
紙
を
製
し
、
瞬
間
に
し
て
八
百
枚
を
印
刷
す
べ
し
。

０
用
紙
は
和
洋
厚
薄
を
論
ぜ
ず
、
イ
ン
キ
は
各
色
自
在
に
し
て
、
後
日
変
色
の
憂
い

な
し
。

０
使
用
は
最
も
簡
便
に
し
て
、
他
の
早
印
刷
器
の
如
く
手
数
を
要
せ
ず
、
何
人
と
難

も
容
易
に
且
つ
鮮
明
に
謄
写
し
得
、
而
し
て
字
体
は
恰
も
筆
記
の
如
し
。
故
に
諸

達
書
通
信
図
画
等
如
何
な
る
印
刷
に
て
も
完
全
実
用
に
適
ふ
。

○
二
十
年
間
以
上
使
用
し
得
て
更
に
修
繕
費
を
要
せ
ず
、
又
付
属
品
も
失
費
は
商
萌

版
の
半
額
に
て
足
る
べ
し

（各
通
信
社
の
成
績
に
よ
れ
り
）。

美
濃
版

　

九
円

半
紙
全

　

七
円
五
十
銭

六
円
五
十
銭

　　　　　　　　　

五
円
五
十
銭

　

堀
井
謄
写
堂
は
、
「菌
蔚
版
」
と
比
較
し
て
、
用
紙
の
質
を
問
わ
な
い
こ
と
、
大
量
の

印
刷
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
鮮
明
な
印
写
に
加
え

「後
日
変
色
の
憂
い
」
も
な
い
こ
と
、
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な
ど
の

「謄
写
版
」

の
特
長
を
か
か
げ
て
、
民
間

へ
の
販
売
に
乗
り
出
し
た
。

　　　　　　

式
と
な
る
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
「堀
井
式
」
と

「毛
筆
式
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
学
事
関
係
通
知
文
書
と
し
て
ど
の

　　　

【表

一
】
は
、

一
九

一
八
年
か
ら

一
九
一

よ
う
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

知
文
書

の
中
、

「商

　

版

・

　　

き

　

と

新

　

田

　

和

　

幸

　

「毛
筆
式
」
に
つ
い
て
、
学
事
関
係
通
知
文
書
の
中
に
筆
者
が
最
初
に
見
い
だ
す
こ
と

が
で
き
た
の
は
、

一
九
〇
九

（明
治
四
二
）
年
六
月
二
日
付
、
文
部
大
臣
官
房
秘
書
課
長

か
ら
各
地
方
長
官
宛
の
教
育
費
寄
付
取
調
に
関
す
る
照
会
文

（秘
書
課
乙
二
二
六
号
）
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
明
治
末
か
ら
大
正
初
頭
に
か
け
て
、
こ
の
方
法
に
よ
る
と
見
ら

れ
る
通
知
文
書
を
、
ご
く
数
例
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
る
。
「毛
筆
式
」
の
導
入
は
、
「鉛

筆
流
」
を
嫌
い
、
毛
筆
体
筆
跡
を
重
ん
じ
た
当
時
の
官
庁
の
書
記
ス
タ
イ
ル
を
色
濃
く
反

映
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
結
果
と
し
て
は
実
験
的
に
採
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
数
年

間
で
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

　

「毛
筆
式
」
印
写
法
に
よ
る
文
書
が
、
短
期
間
だ
け
に
限
ら
れ
、
し
か
も
ご
く
僅
か
の

件
数
し
か
確
認
さ
れ
な
い
の
は
、
「鉄
筆
の
そ
れ
に
比
し
て
細
字
が
書
け
ず
印
刷
可
能
枚

数
も
少
な
く
、
こ
と
に

一
旦
文
字
を
書
い
た
ら
永
く
原
紙
を
保
存
し
て
置
け
な
い
と
い
う

性
質
上
の
欠
点
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る

（本
山
桂
川

『実
用
秘
訣
叢
書
第
二
編

　

謄
写

版
印
刷
の
秘
訣
』
一
九
二
六
年
三
月
再
版
、
二
三
頁
）
。
さ
ら
に
、
平
野
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、

「印
字

の
上
が
り
が
悪
く
ー
・１
・イ
ン
キ

の
油
分
が
墨
痕
か
ら
に
じ
み
で
て
、
紙
を

変
色
さ
せ
」
る

（平
野
前
掲
、
四
九
頁
下
段
）
、
な
ど
の
弱
点
を
解
決
し
き
れ
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

結
局
、
こ
の
方
式
に
よ
っ
て
は
、
公
的
な
通
知
文
書
と
し
て
の
品
位
を
保
持
で
き
な
い

と
同
時
に
、
保
存
上
の
不
安
も
拭
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「毛
筆
式
」
に
よ
る
複

写
物
の
字
色
は
黒
で
、
「堀
井
式
」
と
同
じ
カ
ー
ボ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
イ
ン
キ
が
使
用
さ
れ
た

も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
筆
者
も
、
通
知
文
書
以
外
の
印
刷
物
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
文

字
の
分
別
が
不
可
能
な
ほ
ど
の
に
じ
み
を
再
三
目
撃
し
た
。
こ
の
油
分
に
よ
る
文
書
の
劣

化
に
つ
い
て
も
、
早
急
に
研
究
を
進
め
る
必
要
が
在
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て

「堀
井
式
」
は
、
学
事
関
係
通
知
文
書
と
し
て
は
、
大
正
初
頭
以
後
散

見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
鮭
六
、
こ
の
方
式
に
よ
る
孔
版
印
刷
が
、
通
知
文
書
の
主
要
な
様

と 「孔

　

【表

一
】
は
、

一
九

一
八
年
か
ら

一
九
二
〇
年
ま
で
の
間
に
発
送
さ
れ
た
学
事
関
係
通

知
文
書
の
中
、
「商
務
版

・
手
書
き
」
と

「孔
版

・
手
書
き
」
の
も
の
に
限
定
し
て
、
筆

者
が
把
握
し
得
て
い
る
件
数
を
そ
れ
ぞ
れ
半
期
ご
と
に
ま
と
め
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

一
九

一
九

（大
正
八
）
年
下
半
期
に
両
者
の
割
合
が

一

挙
に
逆
転
し
、
こ
れ
以
降

「孔
版

・
手
書
き
」
が
同
文
通
知
文
書
の
主
流
と
な
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。

き
ー椿たのについて、 それぞれ件数を示した。

【表一】 「歯萌版・手書き」 から 「孔版・手書き」 への転換期

茄萌版・手書き 孔版・手書き

１ ９ １ ８

　　　

１～６月 ３

　

６ ハｈ
ｖ

１９１８

　

７～１２月 Ｏ２ 乙^

１ ９ １ ９

　　

１ ）^６月 ６２ ７
十

１９１９

　

７～１２月 ハｈ
）

Ｔ
Ｉ ６２

１９２０

　

１～６月 ワ
十 ６ｎｄ

１ ９

　

２

　

０

　

７～１２月 ４
▲

２６

これまでに各都道府県庁文書中に確認した、 学事関係同文通知
、
版

し

た
繭
示

し
繭
を

認
「
数

確
た
件

に

つ
れ

中
あ
ぞ

書
で
れ

文
式
そ

庁

様

　

、

県
書
て

・
印

い

胆
な

っ

都
要
に

各
主
の

に

の
も

で
時
の

煽
ぎ
れ

こ
中
書

が１
の
手

　
　
　

ハｈＵ



近代日本における公文書の印書様式に関する覚え書き

　

「堀
井
式
」
は
、
鉄
筆
と
鋤
版
に
よ
る
連
続
穿
孔
と
い
う
製
版
上
の
特
質
の
ゆ
え
、
字

体
は
直
線
的
で
細
く
、
毛
筆
体
に
比
べ
る
と
よ
り
多
く
の
情
報
量
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
か
つ
、
原
紙
に
強
靭
な
繊
維
を
も
つ
雁
皮
紙
が
使
わ
れ
、
印
写
の
作
業
中
ロ
ー

ラ
ー
に
イ
ン
キ
を
絶
え
ず
補
填
で
き
る
た
め
、
鮮
明
度
を
保
ち
な
が
ら
多
数
の
印
写
が
可

能
な
う
え
、
用
紙
の
紙
質
を
選
ば
な
い
。

　

折
し
も
、
国
産
洋
紙
の
生
産
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、
大
正
中
盤
頃
に
は
安
価
な
洋
更
紙

を
大
量
に
入
手
で
き
る
に
至
っ
た
か
ら
、
「堀
井
式
」
に
と
っ
て
は
、
用
紙
コ
ス
ト
の
面

で
有
利
な
状
況
も
生
ま
れ
た
。
「菊
萌
版
」
に
替
わ
り

「堀
井
式
」
が
、
通
知
文
書
の
中

で
一
躍
主
流
の
座
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
最
大
の
要
因
は
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
鮭
を

と
同
時
に
プ
ラ
テ
ン
が

一
字
分
移
動
す
る
、
の
連
続
動
作
に
よ
っ
て
文
面
を
作
成
す
る
。

　

昭
和
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
事
務
用
器
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

和
文
タ
イ
プ
の
文
書
作
成
上
の
利
点
を
述
べ
て
い
る

（満
鉄
総
裁
室
能
率
係
編

『事
務
用

器
』
一
九
三
〇
年
三
月
発
行
、
九
頁
）
。

三
、
カ
ー
ボ

ン

・
タ
イ
プ

　

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
は
活
字
を
使
用
す
る
も
の
な
れ
ば
、
印
刷
と
同
じ
く
鮮
明
に
し
て

き
れ
い
で
あ
る
。

写
も

一
－
－、
三
通
は

一
時
に
採
れ
、
粘
土
板
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
版
、
謄
写
版
を
利
用
す
れ

ば
五
〇
通
以
上
も
採
る
こ
と
が
出
来
る
。
・ー

・実
に
毛
筆
や
ペ
ン
で
書
い
た

一
家

一
流

の
難
文
字
は
、
事
務
能
率
を
阻
害
す
る
こ
と
甚
大
で
あ
る
。
・ー

・タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で

打
っ
た
も
の
は
判
読
の
苦
心
や
誤
読
が
な
く
、
文
書
が
統

一
さ
れ
、
見
た
目
も
気
持
ち

よ
く
、
整
理
に
も
極
め
て
都
合
よ
く
な
る
。
・ｉ

・

日
本
で
始
め
て
邦
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
制
作
し
た
の
は
、
黒
沢
貞
次
郎
で
あ
っ
た
。

彼
は
、

一
八
九
四

（明
治
二
七
）
年
に
仮
名
文
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
、

一
九
〇

一

（明
治

三
四
）
年
に
片
仮
名
文
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
完
成
し
た
が
、
い
ず
れ
も
構
造
的
に
は
欧

文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
応
用
の
域
を
出
ず
、
漢
字
を
抜
き
に
し
た
も
の
で
は
実
用
性
が
な

か
っ
た

（渡
部
久
子

『
邦
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
読
本
』

－
九
二
九
年
、
六
頁
）。

漢
字
を
含
む
本
格
的
和
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
は
、

一
九

一
五

（大
正
四
）
年
に
東
京
の

杉
本
京
大
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
こ
の
装
置
は
、
「縦

一
尺
五
寸
横

一
尺
七
寸
高
さ
八

寸
で
、
鉄
製
の
梶
に
二
千
八
百
六
十
三
個
の
活
字
が
並
べ
て
あ
る
字
盤
」
に
よ
っ
て
、
和

文
の
縦
書
き
の
み
が
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た

（『愛
媛
新
報
』

一
九

一
五
年

一
〇
月
六
日
付
）
。

　

そ
の
後
、
幾
多
の
改
良
が
加
え
ら
れ
て
、
文
字
数
が
増
加
し
、
縦
書
き

・
横
書
き
の
両

方
が
可
能
に
な
っ
た
が
、
原
理
的
に
は
次
の
よ
う
な
手
順
で
打
字
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
①
印
字
キ
ー
に
よ
っ
て
文
字
盤
上
の
目
的
の
活
字
を
タ
イ
プ
バ
ー
内
に
押

　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

し
上
げ
、
タ
イ
プ
バ
ー
が
こ
れ
を
く
わ
え
る
②
タ
イ
プ
バ
ー
の
う
え
に
あ
る
イ
ン
キ
バ
ッ

ド
が
イ
ン
キ
を
付
着
す
る
③
プ
ラ
テ
ン
上
の
用
紙
に
活
字
が
当
た
り
印
字
さ
れ
る
④
印
字

　

和
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
出
現
は
、
わ
が
国
の
文
書
作
成
の
方
法
に
画
期
的
な
転
換
を

も
た
ら
し
た
。
手
書
き
に
比
べ
て
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
は
、

一
定
の
操
作
を
身
に
つ
け
れ
ば

誰
で
も
、
字
の
難
易
度
や
字
画
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
正
確
で
整
っ
た
文
字
を
印
書
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
改
め
て
浄
書
す
る
必
要
も
な
い
。
従
来
活
版
印
刷
を
除
い
て
は
、
製
版
も

含
め
て
全
て
個
人
の
筆
記
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
文
書
の
判
読
に
少
な
か
ら
ぬ
労

苦
を
要
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
右
の
引
用
に
見
る
よ
う
に
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
用
し

て
作
成
す
る
文
書
の
登
場
に
よ
っ
て
、
誰
に
で
も
情
報
を
正
確
に
わ
か
り
や
す
く
伝
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
中
盤
以
降
急
速
に
官
庁
や
企
業
に
普
及
し
、
事
務

能
率
の
向
上
に
力
を
発
揮
し
つ
つ
あ
っ
た
。
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
発
明
当
初
に
お
い
て
は
、

複
写
は
カ
ー
ボ
ン
紙
を
使
用
す
る
方
法
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
タ
イ
プ
ラ
イ

タ
ー
と
従
来
の
手
法

（カ
ー
ボ
ン
紙
、
「歯
蔚
版
」
、
孔
版
）
と
の
組
み
合
わ
せ
の
時
代
に

徐
々
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
と
カ
ー
ボ
ン
複
写
紙
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
通
知
文
書
は
、

一
九

一
七
年
頃
か
ら
出
現
し
、

一
九
二
〇
年
代
以
降
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
薄

ヮ
←



新

　

田

　

和

　

幸

手
の
和
紙
を
印
書
用
紙
と
し
て
使
用
し
、
こ
の
間
に
カ
ー
ボ
ン
紙

（表
面
を
カ
ー
ボ
ン
・

ブ
ラ
ッ
ク
と
油
成
分
及
び
パ
ラ
フ
ィ
ン
な
ど
を
混
合
し
た
も
の
を
紙
の
表
面
に
塗
布
し
た

も
の
）
を
挟
ん
で

一
度
に
数
枚
の
範
囲
で
複
写
を
と
る
方
法
で
あ
る
。
筆
記
用
の
原
紙
は

両
面
の
カ
ー
ボ
ン
紙
を
使
用
す
る
が
、
タ
イ
プ
複
写
の
場
合
に
は
片
面
の
も
の
を
使
う
。

打
字
の
際
に
は
通
常
黒
か
藍
の
イ
ン
キ
を
使
用
し
、

一
枚
目
を
原
本
と
し
、
二
枚
目
以
降

を
控
え
と
す
べ
き
と
も
い
わ
れ
た
が
、
二
枚
目
の
最
も
鮮
明
な
転
写
を
原
本
と
し
て
い
る

場
合
も
多
い
。

　

中
央
省
庁
か
ら
特
定
の
地
方
庁

へ
の
通
知
の
場
合
や
、
或
い
は
地
方
庁
か
ら
文
部
省

へ

文
書
を
提
出
す
る
と
き
な
ど
に
は
、
多
数
の
複
写
を
必
要
と
せ
ず
、
文
書
の
控
え
が
と
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
事
足
り
る
の
で
、
従
来
墨
書
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
き
た
個
別
間
の
通

知
文
は
、
全
面
的
に
こ
の
様
式
に
切
り
替
っ
て
い
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
個
別
の
地
方
庁
の

許
認
可
事
項
を
主
と
す
る
文
書
が
、
中
央
省
庁
の
発
送
す
る
通
知
文
全
体
の
圧
倒
的
な
部

分
を
占
め
て
い
た
か
ら
、

一
九
二
〇
年
代
以
降
は
、
カ
ー
ボ
ン

・
タ
イ
プ
文
書
が
通
知
文

の
大
多
数
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

四
、
商
弱
版

・
タ
イ
プ

　

和
文
タ
イ
プ
と

「鋳
鳶
版
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
堀
井
式
の

「孔
版

・
手
書
き
」
方
式

が
主
流
と
な
る

一
九
二
〇
年
頃
か
ら
、
徐
々
に
採
用
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
カ
ー
ボ
ン
・
タ

イ
プ
が
個
別
の
往
復
文
書
作
成
に
大
き
な
役
割
を
発
揮
し
は
じ
め
て
い
る
の
に
続
い
て
、

同
文
通
信
の
分
野
へ
も
和
文
タ
イ
プ
の
導
入
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
中
頃

ま
で
に
発
行
さ
れ
た
各
種
の
タ
イ
プ
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
テ
キ
ス
ト
の
ほ
と
ん
ど
に
は
、
こ

の
印
写
法
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
例
を
引
い
て
み
よ
う

（日
本
タ
イ
プ
教
育
研
究
会
編

『最
新
和
文
タ
イ
プ
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

（高
等
字
複
刑
Ｙ』、
一
九
六
六
年
三
月

〈九
七
版
Ｖ
、
九
〇
頁
）。

謄
写
す
る
ほ
ど
の
部
数
を
必
要
と
し
な
い
同

一
文
書
を
作
る
に
は
、
転
写
性
の
あ
る

ヘ
ク
ト
カ
ー
ボ
ン
紙
を
利
用
し
て
、

コ
ン
ニ
ャ
ク
版
を

つ
く
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
複
写

を
と
る
方
法
が
あ
る
。

　

こ
の
方
法
で
は
、
ま
ず
原
版
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
は
特
定
の

も
の
は
な
い
か
ら
、
西
洋
紙

（
フ
ル
ー
ス
カ
ッ
プ
）
の
よ
う
な
ス
ベ
ス
ベ
し
た
紙
な
ら

な
ん
で
も
よ
い
。
こ
の
洋
紙
と
も
う

一
枚
の
う
す
紙
と
の
間
に
、
転
写
性
の
あ
る
カ
ー

ボ
ン
紙
を
は
さ
ん
で
、
プ
ラ
テ
ン
に
巻
き

つ
け
て
印
字
す
る
。
・ー

・こ
の
カ
ー
ボ

ン
に

よ
っ
て
印
字
さ
れ
、
色
素
の
つ
い
た
西
洋
紙
の
原
版
を
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
紙
の
転
写
面
に
手
を
ふ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
版
に
は
り
つ
け
る

の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
コ
ン
ニ
ャ
ク
版
の
使
用
部
分
を
、
水
か
ぬ
る
ま
湯
で
し

め
し
て
版
面
を
う
る
お
し
、
そ
の
水
気
を
紙
で
吸
い
と
り
色
素
を
よ
く
吸
収
し
う
る
よ

う
に
し
て
、
ま
え
の
原
版
と
は
り
あ
わ
せ
る
。
は
り
あ
わ
せ
た
な
ら
ば
そ
の
上
か
ら
軽

く
手
で
平
均
に
こ
す
っ
て
、
約
四
、
五
分
ぐ
ら
い
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
ち
、
原

版
を
は
ぎ
と
る
。
・１

．

　

「商
鳶
版

・
タ
イ
プ
」
様
式
は
、
ま
だ

「孔
版

・
タ
イ
プ
」
が
開
発
さ
れ
て
い
な
い
時

期
に
、
数
十
枚
の
複
写
を
必
要
と
す
る
場
合
の
方
法
と
し
て
考
案
さ
れ
た
。
従
来
の

「商

務
版

・
手
書
き
」
に
対
し
て
、
こ
の
場
合
は
和
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で

「
ヘ
ク
ト
カ
ー
ボ

ン
紙
」
に
イ
ン
キ
を
転
写
し
て
原
版
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
ヘ
ク
ト
カ
ー
ボ
ン

紙
」
に
使
用
さ
れ
た
転
写
性
イ
ン
キ
の
成
分
の
詳
細
に
つ
い
て
詳
細
は
不
明
だ
が
、
「萄

菌
版

・
手
書
き
」
に
使
用
さ
れ
る
メ
チ
ル
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
を
主
成
分
と
す
る
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う

（
一
五
頁

【写
真
四
】
参
照
）
。

　

「商
務
版

・
タ
イ
プ
」
に
よ
る
通
知
文
書
は
、
「孔
版

・
手
書
き
」
が
主
流
と
な
っ
た

一
九
二
〇
年
代
〜

一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
、

一
定
の
割
合
を
占
め
た
も
の
の
、
結
果
的

に
は
補
助
的
な
役
割
に
と
ど
ま
り
続
け
た

（九
頁

【表
二
】
参
照
）
。

「繭
菌
版

・
タ
イ

プ
」
が
、
タ
イ
プ
を
使
用
す
る
主
要
な
印
書
様
式
と
な
り
え
な
か
っ
た
の
は
、
複
写
枚
数

の
制
限
、
紫
外
線
に
よ
る
字
面
消
失
な
ど
の

「商
蕩
版

・
手
書
き
」
と
同
様
の
弱
点
を
、

克
服
で
き
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
次
の
項
で
述
べ
る
よ
う
に
、

そ
れ
に
代
わ
る
有
力
な
様
式
が
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
に
わ
か
に
開
発
さ

ｏｏ



近代日本における公文書の印書様式に関する覚え書き

【表二】１９２５年～１９４０年における同文通知文書の印書様式の推移

孔版・手書き 孔版・タイプ 商繭版・手書き 商蔚版・タイプ

１９２５ ９４ ０ １２ １６

１９２６ １１３ ６ １４ ８

１９２７ １３７ ９ １２ １０

１９２８ ７３ ２０ ８ ３

１９２９ ７０ ２２ ６ ５

１９３０ ８５ ２４ ４ １

１９３１ ６２ １７ ６ ０

１９３２ １０ ９ ２６ ６ ２

１９３３ ９６ ２

　

２ ２ １

１９３４ １ ２３ ３

　

５ １ ２

１９３

　

５ ８７ ９１ ０ ２

１９３６ ４９ ９

　

２ ０ ４

１９３

　

７ ４３ １４６ ０ １

１９３８ ５３ １３０ ０ ０

１９３

　

９ ２６ １５ ５ ０ ０

１９４０ １０ １１６ ０ ０

筆者がこれまでに各都道府県庁文書中に確認した学事関係の同文通知文書のうち、
「孔版・手書き」、「孔版Ｊタイプ」、「繭繭版・手書き」、 「繭繭版・タイプ」 の

それぞれの件数を、 各年ごとに示した。

　

なお、 時期を１９２５年から１９４０年としたのは、 凡そこの期間に主要な印
書様式の転換や、 各印書様式の使用状況の変化を、 視野に収めることができるから
である。

９



れ
て
き
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

五
、
孔
版

・
タ
イ
プ

　

「孔
版

・
タ
イ
プ
」
は
、
和
文
タ
イ
プ
を
使
用
し
て
孔
版
用
紙
を
打
ち
抜
い
て
製
版
し
、

こ
れ
を
孔
版
印
刷
す
る
方
法
で
あ
る
。

一
九
二
六
年
に
佐
藤
兄
弟
商
会
が
、
つ
い
で

一
九

二
七
年
堀
井
謄
写
堂
が
、
和
文
タ
イ
プ
に
よ
る
製
版
に
耐
え
う
る
原
紙

（典
具
帖
紙
に
ゴ

ロ
ジ
オ
ン
膜
加
工
し
た
も
の
）
を
開
発
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
輪
転
機
の
改
良
も
進
ん
だ

こ
と
に
よ
り
、

一
躍
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
掲

『
最
新
和
文
タ
イ
プ
ラ
イ
テ
ィ

ン
グ

（高
等
学
校
用
）
』
に
は
、
タ
イ
プ
用
原
紙
に
よ
る
製
版

・
印
刷
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る

（同
書
八
六
頁
）
。

幸

　　　　

タ
イ
プ
用
原
紙
は
、
原
紙
と
、
そ
れ
の

一
端
が
の
り
付
け
さ
れ
て
い
る
台
紙
と
、
原

蜘

　

紙
と
台
紙
と
の
間
に
は
さ
ま
っ
て
い
る
・
う
す
い
和
紙
の
間
紙

（あ
い
し
）
空

二
枚
か

新

　　　

ら
で
き
て
い
る
。

　

印
字
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
ま
ま
プ
ラ
テ
ン
に
巻
き
付
け
て
打
ち
、
打
ち
終
わ
っ
て

か
ら
間
紙
と
、
台
紙
の
不
要
部
分
を
取
り
さ
っ
て
、
台
紙
の

一
部
と
原
紙
と
を
謄
写
版

に
か
け
、
印
刷
す
る
。

　

原
紙
は
、
う
す
手
の
和
紙

（典
具
帖
紙
）
に
、
特
殊
な
薬
品
を
ぬ
っ
て
加
工
し
た
も

の
で
、
色
は
普
通
こ
い
青
色
を
し
て
い
る
が
、
白
色
の
も
の
も
あ
る
。
間
紙
は
、
原
紙

面
を
保
護
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
原
紙
の
打
ち
抜
き
を
よ
く
し
、
そ
の
上
、
原
稿
と
の

読
み
合
わ
せ
に
利
用
さ
れ
る
。

台
紙
は
う
す
い
原
紙
の
取
り
扱
い
を
便
利
に
し
、
原
紙
や
、
プ
ラ
テ
ン
を
保
護
し
た

り
、
プ
ラ
テ
ン
に
多
少
の
凹
凸
が
あ
る
場
合
に
も
、
原
紙
の
ぬ
け
が
よ
く
な
る
よ
う
な

役
割
を
も

っ
て
い
る
。
・ー

・

「孔
版

・
タ
イ
プ
」
は
、
近
代
に
お
け
る
通
知
文
書
の
印
書
様
式
と
し
て
の
い
わ
ば
最

も
進
化
し
た
形
態
で
あ
っ
た
。
明
瞭
で
、
多
量
の
情
報
量
を
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
、
手

早
く
、
簡
易
に
、
安
価
に
数
百
枚
単
位
の
複
写
が
可
能
で
あ
っ
た
。
且
つ
粗
悪
な
洋
紙

へ

の
印
刷
に
も
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た

（
一
六
頁

【写
真
五
】
参
照
）。

　

九
頁

【表
二
】
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
都
道
府
県
庁
文
書
中
に
確
認
し
た
、
学
事
関

係
通
知
文
書
の
う
ち
、

一
九
二
五
年
か
ら

一
九
四
〇
年
ま
で
の
間
の
同
文
通
知
文
書
に
つ

い
て
、
主
要
な
印
書
様
式
ご
と
に
区
分
し
て
、
そ
の
件
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ン

プ
ル
数
は
十
分
と
い
え
な
い
が
、
こ
の
表
を
も
と
に
大
ま
か
な
傾
向
を
見
る
こ
と
は
可
能

で
あ
ろ
う
。

　

「孔
版

・
タ
イ
プ
」
に
よ
る
通
知
文
書
の
初
見
は
、

一
九
二
六

（大
正

一
五
）
年
の
こ

と
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
佐
藤
兄
弟
商
会
に
よ
る
タ
イ
プ
用
原
紙
発
売
年
に
対
応
す
る
。

一
九
二
六
〜
二
七
年
の
時
期
に
は
、
四
種
の
通
知
文
書
の
中
で
も
っ
と
も
少
な
く
、
ご
く

僅
か
を
見
出
し
う
る
に
過
ぎ
な
い
。

一
九
二
八

（昭
和
三
）
年
か
ら

一
九
三
四

（昭
和
九
）

年
ま
で
は
、
四
種
の
通
知
文
総
件
数
の
う
ち
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
弱
の
比
率
を
保
ち
つ
づ
け

て
い
る
。
さ
ら
に
、

一
九
三
五

（昭
和

一
○
）
年
に
は
、
「孔
版

・
手
書
き
」
と
ほ
ぼ
同

数
に
達
し
た
。

一
九
三
六
年
以
降
は
、
完
全
に
主
流
の
地
位
を
確
保
す
る
に
至
っ
た
。

六
、
石
版

・
手
書
き

　

近
代
の
通
知
文
書
の
中
に
は

一
八
七
〇
年
代
か
ら

一
九
二
〇
年
代
ま
で
の
間
に
、
全
体

量
と
し
て
は
少
な
い
が
、
時
折
石
版
刷
り
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。
石
版
印
刷
法
は
、
明
治

初
期
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
導
入
さ
れ
、
や
が
て
中
央
官
庁
や
地
方
官
庁
に
石
版
印
刷
機
が

導
入
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
の
印
刷
法
は
、
画
図
な
ど
の
細
密
な
多
色
刷
り
に
適
し
て
い
る
が
、
商
蔚
版
や
孔
版

に
比
べ
て
時
間
を
要
す
る
た
め
、
短
時
間
に
作
成

・
発
送
す
る
通
知
文
書
に
は
必
ず
し
も

向

い
て
い
る
と

い
え
な
い
。

文
字
印
刷
の
場
合
に
は
、
ま
ず
転
写
紙
に
油
性
の
イ
ン
キ
で
原
稿
を
書
き
、
こ
れ
を
石

版
面
に
転
写
し
て
製
版
す
る
。
こ
の
左
文
字
の
上
に
印
刷
用
イ
ン
キ
を
盛
っ
て
、
印
刷
紙



を
乗
せ
、
圧
力
を
か
け
て
印
刷
す
る
。
通
知
文
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
イ
ン
キ
は
、
黒

色
又
は
青
色
で
あ
る
。
石
版
用
イ
ン
キ
は
獣
脂
性
で
、
強
い
加
圧
に
よ
っ
て
印
刷
す
る
の

で
、
か
す
れ
や
む
ら
は
少
な
く
均
質
な
文
面
が
確
保
さ
れ
る

（
一
六
頁

【写
真
六
】
参
照
）
。

字
面
を
ル
ー
ペ
で
見
る
と
、
砂
目
に
イ
ン
キ
が
乗
っ
た
点
の
集
合
を
確
認
で
き
る
こ
と
も

あ
る
。
獣
脂
性
イ
ン
ク
と
砂
目
の
質
感
が
、
見
分
け
る
際
の
一
応
の
目
安
と
な
る
。
経
験

上
、
字
面
や
印
刷
紙
の
変
質
を
見
か
け
た
こ
と
は
な
い
が
、
獣
脂
性
イ
ン
キ
の
劣
化
に
つ

い
て
も
今
後
研
究
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

近代日本における公文書の印書様式に関する覚え書き

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
並
び
に

【表

一
】
及
び

【表
二
】
を
参
考
と
し
て
、

同
文
通
知
文
書
作
成
に
使
わ
れ
た
印
書
様
式
の
、
採
用
さ
れ
た
主
要
な
時
期
や
役
割
に
つ

い
て
、
簡
単
な
ま
と
め
を
し
て
お
こ
う
。

　

「商
蔚
版

・
手
書
き
」
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
時
期
は
、

一
八
八
六

（明
治

一
九
）

年
か
ら

一
九

一
九

（大
正
八
）
年
ま
で
の
三
四
年
間
の
長
期
に
わ
た
っ
た
。
そ
の
最
も
大

き
な
理
由
は
、
簡
便
さ
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
様
々
の
弱
点
を
抱
え
て
い
た
と
は
い
え
、

中
央
省
庁
か
ら
道
府
県

へ
む
け
て
発
送
す
る
通
知
文
の
場
合
、
か
ろ
う
じ
て
複
写
物
を
確

保
で
き
る
範
囲
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
様

式
に
よ
る
通
知
文
の
件
数
は
、

一
九
二
〇
年
代
以
降
激
減
し
、

一
九
三
〇
年
代
後
半
に
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　

「孔
版

・
手
書
き
」
は
、

一
九

一
九
年
か
ら

一
九
三
四
年
頃
ま
で
約

一
五
年
の
間
主
流

の
地
位
を
占
め
た
。
「鉛
筆
流
」
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、
「菌
蔚
版

・
手
書
き
」
と
比
較

し
て
あ
ら
ゆ
る
点
で
優
れ
た
方
法
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
利
用
価
値
の
点
だ
け
で
判

断
す
れ
ば
、
も

っ
と
早
い
時
期
か
ら

「菌
蔚
版

・
手
書
き
」
と
取
っ
て
代
わ
っ
て
も
不
思

議
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

「孔
版

・
タ
イ
プ
」
は
、

一
九
三
〇
年
代
前
半
に
は
全
体
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
弱
の

一

定
の
比
率
を
占
め
、

一
九
三
六
年
以
降
は

「孔
版

・
手
書
き
」
に
代
わ
っ
て
主
流
の
座
を

奪
っ
た
。
近
代
に
お
け
る
同
文
通
知
文
書
の
印
書
様
式
と
し
て
は
、
最
も
理
想
的
な
と
こ

ろ
に
ま
で
進
歩
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

「商
蔚
版

・
タ
イ
プ
」
は
、

一
九
二
〇
年
以
後

一
九
三
〇
年
代
後
半
ま
で
の
間
、
補
助

的
手
段
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
続
け
た
。

　

こ
の
よ
う
な
趨
勢
を
考
慮
す
れ
ば
、
同
文
通
知
文
書
の
主
要
な
印
書
様
式
に
つ
い
て
、

①

一
八
八
六
〜
一
九

一
九
年
を

「衡
菌
版
・
手
書
き
」
期
②

一
九

一
九
〜

一
九
三
四
年
を

「孔
版

・
手
書
き
」
期
③

－
九
三
五
年
以
降
を

「孔
版

・
タ
イ
プ
」
期
と
、
と
り
あ
え
ず

時
期
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

平
野
正
格
が

「文
書
の
成
立
様
式
は
、
文
書
の
発
行
部
数
と
コ
ス
ト
と
の
関
係
を
軸
と

し
て
、
社
会
的
条
件
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
の
な
か
で
選
択
さ
れ
る
」
（平
野
前
掲
、
五

一
頁
上
段
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
様
式
を
選
択
す
る
際
の
最
も
重
要
な
基
本
軸
は
確

か
に

「発
行
部
数
と
コ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
を
採
用
す
る
に
際
し
て
、
文
書
作
成
を
め
ぐ
る
諸
々
の
状
況
や
葛
藤

（た
と
え
ば
、
通
知
内
容
の
重
要
性
の
認
識
、
時
間
的
猶
予
、
機
器
や
作
業
人
員
の
配
置
、

文
書
と
し
て
の
体
裁
な
ど
）
が
複
雑
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
う
し
た
諸
要
素
を

も
十
分
に
考
慮
し
つ
つ
、
今
後
文
書
の
成
立
様
式
に
つ
い
て
の
歴
史
的
分
析
が
本
格
的
に

す
す
め
ら
れ
る
必
要
を
感
じ
る
。

　

以
上
、
筆
者
の
調
査
研
究
の
経
験
に
照
ら
し
て
、
日
本
近
代
の
学
事
関
係
通
知
文
書
に

限
定
し
て
で
は
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
印
書
様
式
に
つ
い
て
の
概
観
を
試
み
た
。

断
片
的
な
考
察
で
あ
っ
た
こ
と
は
免
れ
な
い
が
、
今
後
の
文
書
史
料
分
類
、
整
理
、
保
存

研
究
並
び
に
調
査
研
究
の
進
展
に
、
い
さ
さ
か
な
り
と
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

付
記

本
稿
は
、

一
九
九
九
年
三
月
四
日
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
で
開
催
さ
れ
た

「記
録

史
料
の
情
報
源
化
と
史
料
管
理
学
の
体
系
化
に
関
す
る
研
究
会
」
に
お
け
る
筆
者
の
発
表

ｕ



内
容
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
大
幅
に
修
正

・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
埼
玉
県
文
書
館
職
員
の
方
々
に
種
々
お
手
数
を
お
か
げ

し
、
ま
た
多
く
の
ご
教
示
を

い
た
だ
い
た
。

註
一
、
こ
の
広
告
掲
載
に
先
立
っ
て
、
東
京
日
々
新
聞

一
八
八
０

（明
治

一
三
）
年
二
月

一

八
日
付

「雑
報
」
欄
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

新

　

田

　

和

　

幸

・ー

・此
ご
ろ
兜
町
の
製
紙
分
社
に
て
製
造
す
る
筆
揚
板

（
一
名
写
字
版
、
こ
の
発
明
は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

と
こ
ろ
て
ん

陽
其
二
氏
な
り
と
）
に
て
、
其
器
械
は
心
太
を
流
し
た
ろ
如
き
函
が
元
に
て
、
こ
れ
に

付
属
の
墨
汁
に
て
書
き
た
る
文
字
を
摩
り
付
け
、
其
上
に
白
紙
を
置
き
て
指
の
腹
に
て

　　　

こ
す

又
た
摩
る
こ
と
数
秒
時
間
す
れ
ば
、
文
字
は
鮮
明
に
右
の
白
紙
に
写
る
こ
と
実
に
奇
々

　　　　　　　　　　　　　　

お
お
よ
そ

妙
々
と
云
ふ
べ
く
、
大
約
百
枚
ま
で
ハ
一
度
に
写
し
取
ら
る
る
と
申
す
こ
と
。
殊
に
直

段
も
半
紙
版
に
て
三
円
五
十
銭
と
の
由
な
れ
バ
、
取
引
の
多
き
会
社
銀
行
、
又
は
お
子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

く
は

供
衆
の
お
慰
み
に
も
至
ご
く
宜
し
い
品
な
り
と
云
へ
り
。
な
お
委
し
く
は
近
日
出
だ
す

広
告
に
て
御
承
知
あ
る
べ
し
。

な
お
、
三
月
二
日
付
の

「広
告
」
に
つ
い
て
は
、
宮
武
外
骨
編

『
文
明
開
化
』
四
巻
本

の
う
ち
、
第
二
巻

『
広
告
』
（
一
九
二
五
年
刊
）
に
そ
の
大
要
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

（七

七
頁
）
。
た
だ
、
こ
の

「広
告
」
の
出
処
に
つ
い
て
同
書
は
、
「明
治

一
二
年
二
月
諸
新
聞

所
載
」
と
記
し
て
い
る
が
、
明
治

一
二
年

一
月
か
ら

一
三
年
二
月
ま
で
の
期
間
の
諸
新
聞

に
、
右
の
よ
う
な
内
容
の
広
告
は
見
あ
た
ら
な
い
。
右
の
明
治

一
三
年
二
月
十
八
日
付
記

事
内
容
か
ら
も
、
宮
武
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

二
、
筆
者
の
一
九
九
〇
年
論
稿
の
中
で
は
、
「集
会
条
例
」
改
正
に
際
し
、
集
会
、
演
説
、

政
党
結
社
に
つ
き
注
意
す
べ
き
件
に
つ
い
て
の
、

一
八
八
二
年
六
月
五
日
付
の
内
務
卿
名

に
よ
る
通
知
文
書

（京
都
府
総
合
資
料
館
蔵

『京
都
府
庁
文
書
』
ー

「明
治
一
四
年

一
五

年

　

訓
示
内
達
類
」
）
を
、
初
出
の
も
の
と
推
定
し
た
が
、
こ
こ
で
訂
正
し
た
い
。
た
だ
、

通
知
文
の
本
文
と
し
て
の
初
出
は
、
依
然
と
し
て
右
の
内
務
卿
通
知
で
あ
る
。

ま
た
、
長
野
県
立
歴
史
館
の
梅
原
康
嗣
氏
は
、
同
館
所
蔵
の
公
文
書
綴
り
の
中
に
、

一

八
八
二
年
六
月
に
県
庁
内
で
作
成
さ
れ
た

「蕩
蕩
版
」
の
会
議
諮
問
事
項
を
見
い
だ
し
、

筆
者
も
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
文
書
の
存
在
は
、
「歯
蔚
版
」
印
書
様
式
の
採
用
に

つ
い
て
、
中
央
官
庁
と
地
方
官
庁
と
の
間
に
ほ
と
ん
ど
ず
れ
が
な
い
こ
と
を
推
察
さ
せ
る

も

の
で
あ
る
。

な
お
、
本
題
に
直
接
関
係
は
な
い
が
、
こ
の
印
書
法
の
学
校
現
場

へ
の
浸
透
状
況
に
つ

い
て
も
興
味
を
ひ
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、

一
八
八
四

（明
治

一
七
）
年

一
〇
月

一
四
日
付

の
、
愛
知
県
師
範
学
校
か
ら
県
学
務
課
へ
提
出
し
た

「師
範
学
校
及
付
属
小
学
校
財
産
調
」

の
中
に
、
「筆
揚
盤

　

壱
ツ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
見
受
け
ら
れ
る

（国
文
学
研
究
資

料
館
史
料
館
所
蔵

『愛
知
県
庁
文
書
』
ー

「明
治

一
八
年
決
議
留

学
務
係
」
）
。
こ
う
し

た
記
述
は
、
か
な
り
早
期
か
ら
学
校
現
場

へ
も
こ
の
方
法
が
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

を
推
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
学
校
事
務
や
教
材
作
成
な
ど
に
お
け
る
活
用
面
に

つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
を
感
じ
る
。

三
、
筆
者
自
身
が
作
成
し
た
、
最
も
濃
い

「商
務
版
」
複
写
を
室
内
に
放
置
し
た
と
こ
ろ
、

約
六
年
間
で
全
て
の
文
字
が
消
失
し
た
。

な
お
、
管
見
の
限
り
で
は
、
通
知
文
の
本
文
は
紫
色
で
あ
る
が
、
添
付
さ
れ
て
い
る
表

や
図
な
ど
に
は
淡
赤
色
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
前
出
の

『
印
刷
雑
誌
』
第
七

巻
第

一
〇
号

（
一
八
九
七
年

：

月
発
行
）
の

「商
務
版
及
其
イ
ン
キ
」
に
よ
れ
ば
、
赤

色
イ
ン
キ
の
主
成
分
は
塩
基
性
フ
ク
シ
ン
で
あ
る
。

ま
た
、
同
記
事
に
は
、
ニ
グ
ロ
シ
ン
と
い
う
染
料
を
用
い
る
黒
色
イ
ン
キ
の
製
法
も
記

さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
六
年
二
月
三
日
付

「郵
便
報
知
」
新
聞

「広
告
」
欄
に
掲
載
さ
れ

た
、
日
本
橋
丸
善
唐
物
店
に
よ
る

「パ
ピ
ロ
グ
ラ
フ
早
印
刷
ー

一
名
こ
ん
に
ゃ
く
版
」
の

能
書
き
に

「是
迄
紫
色
の
も
の
の
み
に
候
処
、
此
度
黒
色
の
イ
ン
キ
を
発
明
仕
候
間
、
御

試
用
之
程
奉
祈
」
と
あ
り
、
実
際
こ
の
種
の
イ
ン
キ
が
発
売
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

筆
者
は
、
黒
色
イ
ン
キ
に
よ
る

「商
蔚
版
」
文
書
と
思
わ
れ
る
も
の
の
存
在
を
い
ま
だ
確

１２



近代日本における公文書の印書様式に関する覚え書き

認
し
て
い
な
い
。

四
、
一
八
八
五
年
－
－
一月
二
六
日
付
の
、
内
閣
総
理
大
臣
発
各
省
大
臣
宛
達

「官
紀
五
章
」

に
つ
い
て
は
、
安
藤
正
人

・
青
山
英
幸
編
著

『記
録
史
料
の
管
理
と
文
書
館
』
一
九
九
六

年
、
第
四
章

「明
治
期
中
央
行
政
機
関
に
お
け
る
文
書
管
理
制
度
の
成
立
」
（渡
辺
佳
子

執
筆
）
そ
の
他
の
執
筆
部
分
を
参
考
に
し
た
。

五
、

一
八
九
五

（明
治
二
八
）
年
以
降
、
陸
軍
省
及
び
第

一
師
団
司
令
部
な
ど
か
ら
地
方

庁

へ
発
せ
ら
れ
た

「茜
蔚
版
」
通
知
文
書
の
多
く
が
、
「筆
揚
版
用
」
と
刻
印
さ
れ
た
表

面
の
な
め
ら
か
な
和
罫
紙
に
印
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
キ
を
吸
い
と
り
や
す
い

専
用
の
印
写
紙
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
で
き
る
限
り
均

一
か
つ
鮮
明
な
印
刷
物
を
確

保
す
る
た
め
の
配
慮
の
一
例
で
あ
る
。

六
、
学
事
関
係
以
外
の
通
知
文
書
で
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
確
認
し
た

「堀
井
式
」
孔
版
に

よ
る
も

の
は
、

一
九
○

－
（明
治
三
四
）
年
一
月
二
一
日
付
司
法
大
臣
発
各
地
方
長
官
宛
、

司
法
省
監
乙
第
二
四
八
〇
号

「囚
徒
及
び
監
守
官
吏
等
私
設
鉄
道
通
券
発
行
に
関
す
る
件
」

で
あ
る

（『
滋
賀
県
庁
文
書
』
ー

「目
明
治
三
三
年
至
明
治
三
八
年

　

閣
省
訓
令
編
冊
」
）
。

孔
版
印
刷
の
採
用
に
関
し
て
は
、
中
央
省
庁
間
に
お
い
て
も
時
期
的
ず
れ
が
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
今
後
よ
り
詳
細
な
調
査
の
う
え
、
別
の
機
会
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

七
、
通
知
文
書
の
文
体
に
口
語
体
が
使
用
さ
れ
始
め
た
の
も
、

一
九

一
九
年
下
半
期
の
こ

と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
措
置
は
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
原
敬
内
閣
時
に
限
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
後
再
び
文
語
体
が
復
活
し
、
敗
戦
後
ま
で
続
い
た
。
「堀
井
式
」

へ
の

一
挙
の
転
換
は
、
右
の
よ
う
な
原
敬
内
閣
に
よ
る
合
理
化
の
措
置
と
通
底
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。

　

な
お
、

一
九
四
六
年
四
月

一
九
日
付
、
内
務
省
発
書
第

一
七
号
、
内
務
大
臣
官
房
文
書

課
長
発
地
方
長
官
宛

「各
官
庁
に
お
け
る
文
書
の
文
体
に
関
す
る
件
」
通
牒

（『奈
良
県

庁
文
書
』
ー
「昭
和
二
一
年
例
規
綴

　

教
学
課
」
）
に
よ
り
、
全
面
的
な
口
語
体
の
採
用
が

指
示
さ
れ
て
い
る
。

（本
学
助
教
授

　

岩
見
沢
校
）
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